
平
成
21
年
２
月
１
日(

基
準
日)

に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

(１)
秋
田
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
か
た

(２)
秋
田
市
に
外
国
人
登
録
し
て
い
る
か
た

の
う
ち
、
特
別
永
住
者
や
在
留
資
格
が

あ
る
か
た

た
だ
し
、
基
準
日
時
点
で
65
歳
以
上
の

か
た
と
18
歳
以
下
の
か
た
は
１
人
２
万
円

に
な
り
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
か
た
と
は
、
昭
和
19
年
２

月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
か
た
で
、
18

歳
以
下
の
か
た
と
は
、
平
成
２
年
２
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
か
た
で
す
。

４
月
６
日
(月)
に
、
市
か
ら
世
帯
主
あ
て

に
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
申
請
書
へ

口
座
番
号
な
ど
の
必
要
事
項
を
書
い
て
、

①
本
人
確
認
書
類
と
②
振
り
込
み
を
希
望

す
る
通
帳
な
ど
の
写
し
を
添
付
し
、
同
封

す
る
返
信
用
封
筒
で
市
へ
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。
返
送
す
る
前
に
、
記
入
漏
れ
が
な

い
か
、
必
要
書
類
①
と
②
が
添
付
さ
れ
て

い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
以
降
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
。

定
額
給
付
金
に
関
し

て
、
次
の
こ
と
に
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
市
町
村
や
県
、
総
務
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

(

銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動

預
払
機)

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
市
町
村
や
県
、
総
務
省
な
ど
が
定
額
給

付
金
の
給
付
の
た
め
に
、
手
数
料
な
ど

●
給
付
対
象
者

●
給
付
額

●
手
続
き
方
法

「
振
り
込
め
詐
欺
」
や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に

ご
注
意
を
！

定額給付金を
給付します

申
請
期
限
は
10
月
６
日
(火)
で
す
。

１
人
に
つ
き
１
万
２
千
円

給
付
ま
で
の
流
れ

給
付
金
の
申
請
は
郵
送
で
、
給
付
は
口

座
へ
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す
。
原
則
、

窓
口
で
の
現
金
給
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
口
座
振
り
込
み
で
の
給
付
金
受
け
取
り

が
困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
書
に
記
入
し
て

市
へ
返
送
し
て
く
だ
さ
い

市
で
申
請
内
容
を
確
認
し
、

振
り
込
み
手
続
き
を
開
始

市
か
ら
申
請
書
が
届
く

(

４
月
６
日
に
発
送)

口
座
へ

振
り
込
み
ま
す

返信用の封筒で
お送りください

申
請
は
郵
送
で
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定額給付金の制度や申請方法などでご不明な点が
ある場合は、下記の特設ダイヤルへおかけください。
問い合わせの際は、番号をお間違えのないようご

確認ください。また、時間帯によって電話がつなが
りにくい場合があります。時間帯をずらすなどして、
おかけ直しください。

保
存
版

子育て負担への支援として、下記の対
象のかたに、子育て応援特別手当を支給
します(原則、口座振り込み)。

平成21年２月１日現在、秋田市に住民
登録していて、次の①～③のいずれかに
該当するお子さんがいる世帯主
①同一世帯の平成２年４月２日～平成17
年４月１日生まれの子どもだけで数え
て２人目以降で、平成14年４月２日～
平成17年４月１日生まれの子
②第１子が別居している場合でも、同じ
世帯主に扶養され、かつ、①の条件を
満たしている子
③外国人登録をしていて、①の条件を満
たしている子(短期滞在者を除く)

対象児童１人あたり36,000円

３月下旬に、対象世帯に申請書をお送りし
ました。対象世帯で申請書が届いていな
いかたは、児童家庭課へご連絡ください。
申請書は、９月24日(木)まで児童家庭課へ
郵送するか、直接お持ちください。

対象

助成額

申請方法

問い合わせ 児童家庭課☎(866)2094

の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。

●
市
町
村
や
県
、
総
務
省
な
ど
が
、
住
民

の
み
な
さ
ん
の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座

の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
電
話
で
照

会
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
市
町
村
や
県
、

総
務
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た
り
し

た
ら
、
迷
わ
ず
、
定
額
給
付
金
給
付
室
や

警
察
相
談
電
話
、
ま
た
は
最
寄
り
の
警
察

署
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
秋
田
市
定
額
給
付
金
給
付
室

☎(

８
６
６)

８
８
２
９
　

Ｅ
メ
ー
ルteigaku@

city.akita.lg.jp

◆
秋
田
県
警
察
本
部
　

警
察
相
談
電
話
＃
９
１
１
０

給付金の問い合わせは
特設ダイヤルへどうぞ

定額給付金は
地元商店で！

秋田市商店街連盟、秋田商工会議所、
河辺雄和商工会、秋田市飲食店組合環同
連合会では、定額給付金の給付に合わせ、
特別セールを企画しています。地元の参
加店で買い物や食事などに一定額使うと、
豪華景品が当たる抽選券をさしあげます。
詳しくはお問い合わせください。

秋田商工会議所☎(866)6676
秋田市商業観光課☎(866)2429

子育て応援
特別手当を
支給します

問い合わせ

定額給付金特設ダイヤル(通話料無料)

0120-858-758
(土・日、祝日を除く。午前８時30分～午後５時30分)

相談窓口を設置します
市では、申請書の記載方法や「口座振り

込みでの給付金受け取りが困難」など、申請方法に
関する相談に応じるため、相談窓口を設置します。

市ホームページにも、多く寄せられる質問の
回答を掲載しています。
http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/fb/

広報あきた　平成21年４月３日号13

日時　４月13日(月)から、午前９時～午後５時
(土・日、祝日を除く)

会場
山王21ビル１階
＊駐車場がありませんので、

バスなどでお越しください。

土崎・新屋支所
河辺・雄和市民センター
岩見三内・大正寺連絡所 山王二丁目１-53

▲

▲
▲

▲
▲
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